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議案第４８号 

 

令和２年度おいらせ町一般会計補正予算（第５号）について 

 

令和２年度おいらせ町の一般会計補正予算は、次に定めるところによ

る。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３６８，３３７千円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１３，３８２，６７５

千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 （債務負担行為） 

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をする

ことができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」によ

る。 

 （地方債の補正） 

第３条 地方債の追加及び変更は、「第３表地方債補正」による。 

 

 

令和 ２ 年 ９ 月 ３ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   
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第２表  債 務 負 担 行 為 

 

                                                        （単位：千円） 

事               項 期    間 限  度  額 

学 校 給 食 セ ン タ ー 調 理 等 業 務 委 託 料 令和２年度～令和５年度 １９８，０００ 
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第３表   地  方  債  補  正 

追 加 

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利   率 償 還 の 方 法 

 千円    

小学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業 9,800  
証書借入 

 

 

 

 

 

 

年 3.5％以内 

（ただし、利率見直し方

式で借入れる場合、利

率の見直しを行った後

においては、当該見直

し後の利率） 

 

政府資金については、その融資条件に

より、銀行その他の場合にはその債権者

と協定するものによる。 

ただし、町財政の都合により据置期間

及び償還期限を短縮し、又は繰上償還も

しくは低利に借換えすることができる。 

中学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業 4,500  

変 更 

起 債 の 目 的 
補 正 前 補 正 後 

限 度 額 起債の方法 利  率 償還の方法 限 度 額 起債の方法 利  率 償還の方法 

 千円    千円    

町 道 舗 装 補 修 事 業 14,900 

証書借入 年 3.5％以内 

（ただし、利率

見直し方式で借

入れる場合、利

率の見直しを行

った後において

は、当該見直し

後の利率） 

政府資金につい

ては、その融資条

件により、銀行そ

の他の場合にはそ

の債権者と協定す

るものによる。 

ただし、町財政

の都合により据置

期間及び償還期限

を短縮し、又は繰

上償還もしくは低

利に借換えするこ

とができる。 

17,500 

証書借入 年 3.5％以内 

（ただし、利率

見直し方式で

借入れる場合、

利率の見直し

を行った後に

おいては、当該

見直し後の利

率） 

政府資金につい

ては、その融資条

件により、銀行そ

の他の場合にはそ

の債権者と協定す

るものによる。 

ただし、町財政

の都合により据置

期間及び償還期限

を短縮し、又は繰

上償還もしくは低

利に借換えするこ

とができる。 

住 吉 町 線 整 備 事 業 27,000 27,500 

臨 時 財 政 対 策 債 252,000 260,371 

  


